
議第112号

（ ）令和 3年度滋賀県琵琶湖流域下水道事業会計補正予算 第 1号

（総 則）

第 1条 令和 3 年度滋賀県の琵琶湖流域下水道事業会計補正予算（第 1号）は、次に定めるとこ

ろによる。

（収益的収入および支出）

第 2条 収益的収入および支出の予定額を、次のとおり補正する。

収 入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円
1 琵琶湖流域下水 20,696,300 453 20,696,753
道事業収益

3 特 別 利 益 － 453 453

支 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 琵琶湖流域下水 20,657,800 2,597 20,660,397
道事業費用

3 特 別 損 失 － 2,597 2,597

（資本的支出）

第 3条 資本的支出の予定額を、次のとおり補正する。

（資本的収入額が補正後の資本的支出額に対して不足する額 3,529,370千円は、過年度分損益

勘定留保資金 1,966,173千円、当年度分損益勘定留保資金 1,419,758千円ならびに消費税およ

び地方消費税資本的収支調整額 143,439千円で補塡するものとする。）

支 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円
1 資 本 的 支 出 14,287,700 15,170 14,302,870

3 返 還 金 1,202,677 15,170 1,217,847

（債務負担行為）

第 4条 債務負担行為の追加は、次のとおりとする。
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事 項 期 間 限 度 額

流 域 下 水 道 建 設 事 業

東 北 部 愛 東 東 幹 線 令 和 4 年 度 220,000千円

上岸本６工区他管渠工事

琵琶湖流域下水道汚水汚泥
令 和 4 年 度 15,000千円

処理維持管理業務

琵琶湖流域下水道湖西処理
区汚水汚泥処理包括的維持 令 和 4 年 度 5,000千円
管理業務

琵琶湖流域下水道東北部処
理区汚水汚泥処理包括的維 令 和 4 年 度 10,000千円
持管理業務

琵琶湖流域下水道高島処理
区汚水汚泥処理包括的維持 令 和 4 年 度 5,000千円
管理業務

琵琶湖流域下水道中継ポン
プ場および幹線管渠維持管 令 和 4 年 度 3,000千円
理業務

上記の議案を提出する。

令和 3年 9月14日

滋賀県知事 三 日 月 大 造
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